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研究成果の概要（和文）：本研究は、外国人DV被害者の救済にむけた諸外国の先駆的な法政策の特徴や有効性を分析し
、日本における改善策を検討することを目的としたものである。先駆的な取組みを行っている国として、米国とカナダ
を選び、主に外国人DV被害者に対する特別な在留資格制度の利用状況や運用面における課題等に焦点をあて、文献調査
や外国人DV被害者支援にあたる有識者や民間支援団体等への聞取り調査を実施した。また、これらの研究調査で得た結
果に基づき、今後日本が採るべき施策の方向性を示した。

研究成果の概要（英文）：The main objective of this research is to compare some of the immigration laws whi
ch provide immigrant women a path to free from domestic violence by their partners and analyze these effec
tiveness and problems to seek practical legal provisions and support systems for immigrant victims of dome
stic violence in Japan. In order to proceeding this research, the researcher mainly focus on the Violence 
Against Women Act (VAWA) in the U.S.A and the Humanitarian and Compassionate (H&C) provision of the Immigr
ation and Refugee Protection Act in Canada and conduct interviews in each county to researchers, lawyers, 
social workers and non-governmental organizations which provide various supports to immigrant victims of d
omestic violence. Through this comparative study, the researcher point out some obstacles which hinder eff
ective implementation of the legal remedies provided by the VAWA and the H&C and show practical ways to en
hance protections for immigrant victims of domestic violence in Japan.
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１．研究開始当初の背景	 
	 2001 年に施行された「配偶者からの暴力の
防止及び被害者の保護に関する法律」（以下
「DV 防止法」とする。）は、改正を重ねる度
に被害者支援体制の改善が図られてきた。し
かし、外国人被害者については、国籍を問わ
ずその人権を尊重して適切に対応すること
や、在留資格の不安定さを理解し人道上適切
な対応をすることが職務関係者に要請され
るにとどまるのみであった。	 
	 また、2010 年に改正された「出入国管理及
び難民認定法」は、日本人の配偶者等の在留
資格を持つものが、6 か月以上その身分を有
する者としての活動を継続しなかった場合、
在留資格取消しの対象とすると規定したた
め、外国人 DV 被害者は在留資格を失う恐れ
から、一時保護やシェルターへの入所等を以
前に増してためらう傾向にあった。	 
	 日本における外国人 DV 被害者が直面する
問題については、日本政府第 5回定期報告書
に対する国際人権（自由権）規約委員会の総
括所見（2008 年）、日本政府第 6 回報告書に
対する女性差別撤廃委員会の最終見解（2009
年）、日本政府第 3〜6 回報告に対する人種差
別撤廃委員会の最終見解（2010 年）において
も指摘されていた。	 
	 具体的には、女性差別撤廃委員会の最終所
見においては、日本政府に対し、外国人 DV
被害者が加害者から離れることを断念して
いる状況を改善するために、必要な措置を講
じることが勧告されていた。	 
	 また、人種差別撤廃委員会の最終見解では、
改正 DV 防止法（2007 年）により、職務関係
者は、国籍の有無にかかわらず、被害者の人
権を尊重して配慮ある対応しなければなら
ないことが確認されたにもかかわらず、依然
として女性被害者が苦情申立手続や保護サ
ービスを利用しにくい状況にあることや、入
管法の改正が、DV を受けている外国人女性に
とって困難をもたらす可能性があることに
対し、懸念が示されていた。	 
	 本研究では、このような状況の改善にむけ
て、外国人 DV 被害者の特徴を踏まえた法整
備を行っている、米国及びカナダに注目し、
両国での運用状況や課題等を調査するとと
もに、日本における外国人 DV 被害者への支
援のあり方について、検討することとした。	 
	 
	 
２．研究の目的	 
	 本研究は、外国人 DV 被害者の救済にむけ
た諸外国の先駆的な法政策の特徴や有効性
を分析し、日本における改善策を提言するこ
とを目的とするものである。	 
	 この目的のもと、本研究では調査対象国に
おける外国人 DV 被害者に対する特別な在留
資格制度の利用状況や運用上の課題及び地
域における外国人 DV 被害者体制の状況等に
ついて幅広く研究調査を行うものとする。	 
	 

３．研究の方法	 
	 外国人 DV 被害者の特別な状況に配慮した
法整備を行っている国として米国とカナダ
を取り上げ、先行研究について文献調査を行
うとともに、外国人 DV 被害者に配慮した制
度が、被害者の保護や自立支援等にどのよう
な影響を与えているか明らかにするため、そ
れぞれの国において、被害者支援に関わる有
識者（研究者、弁護士、民間支援団体等）へ
の聞取り調査等を実施した。	 
	 日本における状況については、文献調査及
び被害者支援に関わる有識者への聞き取り
等を通して、現行制度の問題点や支援現場に
おける課題等の把握に努めた。これらの研究
の成果は、所属する学会や研究会での発表及
び学術誌への投稿を通じて公表した。	 
	 
	 
４．研究成果	 
（１）調査対象国の状況	 
①米国	 
	 米国では、1990 年代以降に、外国人 DV 被
害者が直面する特有の問題に配慮した滞在
資格に関する法整備が進められた。1994 年の
「女性に対する暴力防止法」（Violence	 
Against	 Women	 Act	 1994、以下「1994 年 VAWA」
とする。）	 では、DV 被害者であることが明ら
かである場合は、加害者である配偶者からの
協力を得ずとも永住権を申請できる永住権
単独申請制度や、加害者からの協力を得るこ
とができずに非正規滞在となった被害者に
対する退去強制停止制度が導入された。	 
	 しかし、この制度を利用するためには、申
請時に加害者と法的婚姻関係にあることが
条件となっていたことや、永住権が認められ
ず母国に帰国した場合の困窮状況等に関す
る証明が求められるなど、必ずしも外国人 DV
被害者にとって利用しやすいものではなか
った。	 
	 2000 年 VAWA では、上述の問題を解消する
とともに、在留資格のない人身売買や性犯罪
被害者等の救済を目的とした U-Visa 制度が
創設された。この制度により、滞在資格のな
い外国人 DV被害者も加害者訴追への協力等、
一定の条件のもと、一定期間滞在が許可され
ることとなった。	 
	 このように、米国では 1990 年代以降、外
国人 DV 被害者が直面する特有の問題に配慮
した法整備が進められてきたが、文献調査や
現地での聞取り調査を通して、施行規則の施
行が大幅に遅れたこと等による運用面での
問題点や、被害者の中長期的支援に関する制
度の不備等により、VAWA による救済制度は、
必ずしも外国人 DV 被害者にとって有用なも
のとなっていないことが明らかになった。	 
	 
	 
②カナダ	 
	 カナダ市民または永住権保持者と婚姻ま
たは事実婚関係にある外国人女性が、カナダ



市民等である配偶者や事実婚パートナーか
ら DV を受けている場合、滞在資格喪失に対
する恐れや言語の壁等により、法的救済制度
へのアクセスを躊躇する傾向にある。	 
	 また、外国人女性がカナダ市民等の配偶者
等として永住権（家族クラス）を申請する場
合、カナダ市民等の配偶者等側には、永住権
申請者に対する 3年間の経済援助義務が課さ
れる。よって、永住権（家族クラス）を取得
した外国人女性が、DV が原因でシェルター等
に避難し、生活維持のために公的扶助を受給
した場合等は、カナダ市民等の配偶者等に返
納義務が課せられる。このような制度がある
ことにより、カナダ市民等が永住権申請手続
きに協力せず、外国人 DV 被害者を非正規滞
在の状況に追い込むといった問題等が生じ
ている。	 
	 さらに、2012 年に導入された永住権取消制
度により、永住権（家族クラス）取得者に対
し、カナダ市民等の配偶者等との 2年間の同
居が義務づけられたことを受け、永住権の喪
失を恐れて、外国人 DV 被害者が加害者のも
とに留まる傾向もある。	 
	 このような状況におかれている外国人 DV
被害者を救済するため、カナダでは、移民難
民 保 護 法 の 「 Humanitarian	 and	 
Compassionate」（以下「H＆C」という。）制
度を活用し、外国人 DV 被害者に一定条件の
もとで永住権申請を認めている。	 
	 しかし、文献調査や現地での聞取り調査に
より、いくつかの問題点が明らかになった。
主な問題点としては、H&C 制度による永住権
申請にかかる審査期間が長く（約 1 年半〜2
年）未処理件数も多いこと、審査期間中はあ
くまでも非正規滞在者であるため、基本的に
公的扶助の受給資格がない上、就労が認めら
れていないため、シェルターの利用料が払え
ず、加害者の元にとどまったり、路上生活を
選択する被害者が少なくないこと、H＆C 制度
による永住権申請には、退去強制手続き停止
の効果がないため、たとえ H&C 制度による永
住権申請が受理されたとしても、永住権が認
められるまでは非正規滞在者として摘発さ
れる可能性があること等が挙げられる。	 
	 このような問題により、移民難民法におけ
る H＆C 制度は、必ずしも外国人 DV 被害者に
とって有効な救済手段となっていないこと
が明らかになった。	 
	 
	 
③日本	 
	 日本における外国人 DV 被害者支援に関す
る法制度としては、2008年 7月 10日の「『配
偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に
関する法律』及び『配偶者からの暴力の防
止及び被害者の保護のための施策に関する
基本的な方針』に係る在留審査及び退去強
制手続に関する措置について」（通達）)が挙
げられる。	 
	 本通達の運用状況については、本研究開始

当時はほとんど明らかになっていなかった
が、文献調査及び有識者や被害者支援団体等
への聞取り調査を通して、配偶者からの暴力
の被害者であることが証明することができ
れば、入国管理局において概ね通達に基づく
措置が取られていることが明らかとなった。	 
	 しかし、本通達による救済措置に関する情
報についての多言語化や官民の被害支援関
連諸機関における情報共有が進んでいない
ため、本通達による救済制度の運用には、地
域によるばらつきがあることが明らかにな
った。	 
	 その他の問題としては、配偶者暴力相談支
援センター、婦人相談所または母子生活支援
施設等の公的な保護施設や民間のシェルタ
ーにおける、外国人	 DV	 被害者の言語及び文
化的な違いに配慮した対応の欠如が挙げら
れる。この点についても、地域や担当者によ
って対応のばらつきがあり、保護先における
対応の不備により、外国人 DV 被害者が加害
者の元に戻る場合もしばしばあることが明
らかになった。	 
	 
	 
（２）今後の課題・展望	 
	 外国人 DV 被害者に関する法的支援につい
て、本研究において対象とした国に共通して
いる点としては、3か国とも外国人 DV 被害者
が直面する滞在資格の問題に配慮した特別
な制度を設けているが、施行規則の不備、担
当行政機関における審査期間の長さ、又は関
連諸機関間における外国人 DV 被害者に対す
る特別支援制度に関する情報共有や連携の
欠如等、それぞれの国において運用面におけ
る課題があり、必ずしも外国人 DV 被害者に
とって有効な救済手段となっていないこと
が挙げられる。	 
	 一方、外国人 DV 被害者支援という点で、
他の 2か国と日本が違う点としては、民間支
援団体による地域における外国人 DV 被害者
支援の多様性が挙げられる。米国及びカナダ
では、外国人 DV 被害者に対する法的救済制
度等に関する多言語情報や、加害者から離れ
た後の外国人母子の生活支援等について、被
害者のニーズに合わせた情報提供や支援が、
地域の民間支援団体により展開されていた。
外国人住民の増加が予想されるなか、日本に
おいても外国人 DV 被害者支援に関する官民
の連携体制の強化や、外国人 DV 被害者支援
にあたる相談員や通訳者の育成等を行うな
ど、地域で外国人 DV 被害母子を支える包括
的な制度の検討が今後必要である。	 
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